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健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令

及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正す

る省令の施行について 

 

 健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令（平成 26年政

令第 96号。以下「改正政令」という。）及び健康保険法施行規則等の一部を改正

する省令の一部を改正する省令（平成 26年厚生労働省令第 29号。以下「改正省

令」という。）が本日公布されたところであるが、改正政令及び改正省令の趣旨

及び内容は下記のとおりであるので、その旨御了知の上、貴都道府県内の市町村

（特別区を含む。）及び国民健康保険組合に周知徹底を図られたい。 

 

 

記 

 

第一 健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令（別添

１） 

１ 改正の趣旨 

  健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18年法律第 83号。以下「改正

法」という。）附則第 38 条の規定によりなおその効力を有するものとされ

た同法第７条の規定による改正前の老人保健法（昭和 57年法律第 80号）の

規定による保険者の拠出金（以下「老健拠出金」という。）に関し、健康保

険法施行令等の一部を改正する政令（平成 20年政令第 116 号。以下「政令」

という。）の規定による関係法令の技術的読替えを３年分延長するものであ

ること。 

㊢ 



 

２ 改正の内容 

    老健拠出金に関する関係法令の技術的読替えは、政令において、平成 24

年度に請求があった旧老健レセプト（平成 19 年度以前に診療があった旧老

健法の規定による医療に係るレセプトで、時効の中断等により平成 20 年度

以降に請求されるもの）に係る費用に充てられる平成 26 年度の老健拠出金

に関する読替えまで措置されているところ、これを平成 27 年度に請求があ

った旧老健レセプトに係る費用に充てられる平成 29 年度の老健拠出金に関

する読替えまで延長するとともに、所要の規定の整備を行うものであるこ

と。 

 

３ 施行期日 

  改正政令は、公布の日から施行すること。 

 

第二 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令（別添

２） 

１ 改正の趣旨 

  老健拠出金に関し、改正法附則第 38 条の規定によりなおその効力を有す

るものとされた、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成 20 年

厚生労働省令第 77 号。以下「省令」という。）第８条の規定による廃止前

の老人保健法による保険者の拠出金の額の算定に関する省令（昭和 62 年厚

生省令第６号。以下「老健算定省令」という。）の技術的読替えを３年分延

長するものであること。 

 

２ 改正の内容 

    老健拠出金に関する老健算定省令の技術的読替えは、省令において、平成

24 年度に請求があった旧老健レセプトに係る費用に充てられる平成 26 年度

の老健拠出金に関する読替えまで措置されているところ、これを平成 27 年

度に請求があった旧老健レセプトに係る費用に充てられる平成 29 年度の老

健拠出金に関する読替えまで延長するとともに、所要の規定の整理を行うも

のであること。 

 

３ 施行期日 

   改正省令は、公布の日から施行すること。 






